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 子会社における仮想通貨保有者向けの貸金事業の検討開始に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社のSAMURAI ASSET 

FINANCE株式会社が新たな事業として「仮想通貨保有者向けの貸金事業」の検討を開始す

ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 事業開始の趣旨 

当社の連結子会社である SAMURAI ASSET FINANCE 株式会社は、平成 29 年 11 

月 14 日付開示文書「金融・投資事業の拡大に向けた子会社設立に関するお知らせ」に

てお知らせいたしましたとおり、当社グループの金融事業の拡充を目的として設立後、

クラウドファンディング事業の一環として企業向けの融資事業に取り組んでまいりま

した。 

今後更なる事業領域の拡大を目指し、仮想通貨保有者向けの貸金事業を開始すること

で、当社が新たに進出した「金融×IT」の分野においても相乗効果が期待できると判断

いたしました。なお、具体的な展開につきましては、法令等に則り、関連省庁等と協議

を重ねながら対応を進めてまいります。 

 

2. 事業の概要 

(1) 事業内容 

仮想通貨の保有者を対象とした貸金事業を行います。 
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(2) 当該事業のために特別に支出する金額及び内容 

現在のところ、本事業の為の特別な支出の予定はございません。 

 

(3) 事業開始時期 

事業開始時期につきましては、確定次第、速やかにお知らせいたします。 

 

3. 今後の見通し 

 本件新規事業が当期連結業績に与える影響につきましては、軽微であると考えてお

りますが、今後の業績に影響を与えることが判明した場合、速やかにお知らせいたしま

す。 

 

以 上 

 


